
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月７日 

横浜市立荏子田小学校 

校 長 青木 勇 

養護教諭 松本 聖子 

入学
にゅうがく

・進級
しんきゅう

おめでとうございます。 

みなさんが、仲間
な か ま

と一緒
いっしょ

に元気
げ ん き

に笑顔
え が お

いっぱいで学校
がっこう

生活
せいかつ

が

送
お く

れるよう、保健室
ほけ ん し つ

からも応援
おうえん

しています 

 

。 

４月 ８日（木）重要書類（保健調査票）回収 

   9日（金）発育測定：５・６年生 

  １２日（月）発育測定：３・４年生、まなび 

  １３日（火）発育測定：１・２年生 

  １４日（金）視力検査：６年生 

 １６日（金）視力検査：５年生 

  １９日（月）視力検査：４年生 

  ２０日（火）視力検査：３年生 

 ２１日（水）視力検査：２年生 

 ２６日（木）視力検査：１年生 

  ２８日（水）眼科検診：全学年 

5月 6日（木）歯科検診：１・２・３年生、まなび 

  １０日（月）聴力検査：3年生・5年生 

  １１日（火）聴力検査：２年生 

  １２日（水）聴力検査：1年生 

  １３日（木）歯科検診：４.・５・6年生 

１７日（月）聴力再検査 

  ２０日（木）耳鼻科検査：１・４年 

  ２６日（水）尿検査キット配布：全学年 

  ２８日（金）尿検査回収：全学年 

6月 ４日（金）心臓検査：１年生 

  １０日（木）内科検診：１・2・４年生 

  １４日（月）２次尿検査キット配布 

  １5日（火）２次尿検査回収 

  ２４日（木）内科検診：３・５・６年生 

  ２５日（金）色覚検査：４年生の希望者 

 養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

の松本
まつもと

聖子
せ い こ

です。 

 けがをしたとき、からだの調子
ちょうし

が悪い
わる  

とき、何
なに

か悩み
なや  

ごとがあるときなどは、

保健室
ほけんしつ

へ。先生
せんせい

と何
なに

かお話し
 は な  

したいとき

も、来て
き  

くれたらうれしいです。 

よろしくお願
  ねが

いします。 

内科校医 吉村 祐一先生 
（よしむら内科クリニック） 

歯科校医 関町 典利先生 
（関町歯科医院） 

眼科校医 山口 葉子先生 
（美しが丘眼科） 

耳鼻科校医 木村 優先生 
（江田きむら耳鼻咽喉科） 

薬剤師 黒木 理香子先生 
（メディカルファーマシーあざみ野） 

 



４月から健康診断が始まっています。 

検診内容によっては必要に応じ、検診の前にお知ら

せのプリントを配布しますので、確認をお願いします。 

 健康診断で、疾病や異常の疑いがありましたら、「受

診のおすすめ」をお渡しします。学校での健康診断は、

疾病や異常の有無を判断するスクリーニングであり、確

定診断ではありません。そのため、学校から受診勧告

を受けて専門医を受診した結果、「異状なし」と診断さ

れることもあるかもしれません。どうぞご了承ください。 

なお、低視力のための眼科、歯科に受診していただく

「受診のおすすめ」は、医療機関で結果を記入してもら

うようになっていますが、その他のおすすめについて

は、受診した旨を保護者の方が記入し、学校に戻して

いただくものになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校管理下でのけがで、医療機関を受診した場合

に災害給付金が給付されるものです。学校管理下に

は、授業中のほか、休み時間、登下校中も含まれま

す。薬剤を含め、初診から治癒する間の医療費総額

（医療保険１０割分）が５０００円以上のものが対象と

なります。 

※横浜市の条例により、スポーツ振興センターの制度

を使用する場合は、窓口で通常の医療費３割をお支

払いいただき、申請していただくことで４割の支給がさ

れることになりました。小児医療費助成制度は利用し

ないようお願いいたします。詳しくは、保健室までお問

い合わせください。 

 

 学校でお子さんのけが等の際には、応急処置のみ

の対応となります。治療や診断は行えませんのでご

了承ください。 

 学校でお子さんが、けがをして病院受診したりする

際に保護者の方のお迎えをお願いしています（下校

時間前に、子ども１人で帰宅させることはできませ

ん）。そのため、携帯の番号や勤務先等が変わりまし

たら、速やかに担任までお知らせください。 

心臓や腎臓、その他の病気により学校生活を

送るうえで健康上配慮が必要で症状が変化して

いる児童は、１年に一度学校生活管理指導表の

提出をお願いしています。ご提出していただいた

保健調査票を確認させていただき、該当する児童

に学校生活管理指導表をお渡しします。その後、

主治医の先生に相談していただき、保健室までご

提出お願いします。また、健康上や食物アレルギ

ー等で心配なことや相談がありましたら、担任ま

たは保健室までご連絡ください。 

 

 

 毎朝
まいあさ

、体温計
たいおんけい

で熱
ねつ

を測り
はか  

、次
つぎ

のような症 状
しょうじょう

はな

いか確認
かくにん

してください。別紙
べ っ し

の健康
けんこう

観察票
かんさつひょう

に記録
き ろ く

をお願
  ねが

いします。 

□ 37.5℃
ど

以上
いじょう

の熱
ねつ

が出て
で  

いる 

□ 咳
せき

をしている 

□ 倦怠感
けんたいかん

（全身
ぜんしん

のだるさ）を 

訴えて
うった    

いる 

□ 息苦しさ
いきぐる    

がある 

□ 頭痛
ず つ う

がある    

 

 

学校で流行が広がる可能性が高い感染症に

ついては「出席停止」の措置がとられます。その

主なものは以下の通りです。 

インフルエンザ・百日咳・はしか 

おたふくかぜ・風しん・水ぼうそう 

咽頭結膜熱・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 等 

このような感染症と診断された場合には、医

師の指示に従い学校をお休みすることになりま

す。欠席扱いになりませんので、ゆっくり休養

し、しっかり治してください。期間については、健

康手帳最終ページに保護者の方がご記入いた

だき学校までご提出ください。 

新型コロナウイス感染症については、対応が

異なりますので、感染疑いでお休みする場合も

含めて学校までご一報ください。 

 

 

 


